
新型コロナ「５類移行」に当たっての対応①

５月７日まで（２類相当） ５月８日から（５類）

診療・検査医療機関
（既に多くの医療機関で対応）

外来診療 対応可能な医療機関をHPで公表

重点医療機関等
幅広い医療機関で受入
（「移行計画」の策定）

入院
(調整含む)

行政（搬送調整班、保健所等）又は
医療機関間で入院調整

宿泊療養
施設

たいよう農園古三津（62室） 終了

その他４施設（317室）
〔壱湯の守、新居浜ヒルズ、
泰平本館・別館〕

３月末
で終了

症状の区分等によらず一斉に
医療機関間で入院調整(行政の関与なし)



新型コロナ「５類移行」に当たっての対応②

５月７日まで（２類相当） ５月８日から（５類）

受診相談センター
（診療・検査医療機関を紹介）

相談体制
(24時間)

受診相談センターで対応
（医療機関の紹介、体調不良時
の医療相談等）

自宅
療養者
対応

一般相談窓口
（コロナに関する問い合わせ）

○自宅療養者医療相談センター
（医療相談、オンライン診療）

○陽性者登録センター
○健康観察（発生届対象者）

○パルスオキシメーターの配付

終了
※医療相談は受診相談センターで
対応



新型コロナ「５類移行」に当たっての対応③

５月７日まで（２類相当） ５月８日から（５類）

公費負担

【外来医療費】
➢初診料は自己負担
➢陽性判明後の治療は公費負担

【入院医療費】
公費負担

【検査】
公費負担

自己負担（コロナ治療薬は当面
９月末まで公費負担）

自己負担（高額療養費の一定額は
当面９月末まで公費負担）

【ワクチン】
公費負担

公費負担継続(令和６年３月末まで)

ワクチン
接種

○高齢者等重症化リスクの高い方

年２回接種（5～8月、9月以降）

○その他の方
年１回接種（9月以降）

【追加接種（12歳以上）】
○高齢者等重症化リスクの高い方

最大５回接種済
○その他の方
最大４回接種済

【初回接種】全年齢で継続。小児（5～11歳）の追加接種は随時

自己負担



新型コロナ「５類移行」に当たっての対応④

５月７日まで（２類相当） ５月８日から（５類）

高齢者
施設対策

継続

県民への
情報提供
注意喚起

〇施設職員の集中的検査
〇感染管理の技術的支援
〇E-WELネットの活用

（施設職員の相互派遣）

【陽性者数の把握】
全医療機関から全数報告（毎日）

【県独自の警戒レベル】
４段階で設定

特定の医療機関から定点報告
（週１回）

【マスク着用】
着用を呼び掛け

着用は個人判断が基本、国は着用が効果的な
場面を提示・推奨（３月13日から）

県独自の警戒レベルなど
県の関与は廃止又は大幅に縮小

【県対策本部】
特措法に基づき設置

廃止

【その他の基本的な感染対策】
実施を呼び掛け

個人・事業者の判断が基本


